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別紙 
 
ペー

ジ 
項目 意見 

２ 第２  
行政不服審査

法の見直し 
１ 不服申立 
構造等 

【総務省案】 
４．再調査の請求 

行政庁の処分について、法律に「再調査の請求」を

することができる旨の定めがあるときに、「再調査の

請求」をすることができるものとする。 

この場合においても、不服申立人は、「再調査の請

求」をすることなく、審査請求をすることができると

することについては、更に検討を進める。 

【意見】 

 「再調査の請求」を行う先は、処分庁ではなく、処

分庁の上級庁とすべきである。審査請求は、再調査の

請求を行った後、行えるようにすべきである。 

【理由】 

社会保険（健康保険、国民年金、厚生年金保険等）、

労働保険（労災保険、雇用保険）に関する法律に基づ

く支給決定等の行政処分は、①大量、反復、回帰的で

あること、②その多くは国民生活の安定と福祉の向上

に寄与するための保険給付に関する処分であるため早

期に確定させる必要があること、③争いのある事実関

係において、専門的技術的（医学的判断を含む）知識

を用いて判断することを要すること、などの特徴を持

っている。 
現行の審査官に対する審査請求、審査会に対する再

審査請求と、審査会における関係者からの意見聴取、

委員の合議制による決定、審査官・審査会において請

求後３カ月（一部６０日）経過しても決定・裁定がな

いときには再審査請求・出訴できることという制度は、

毎年、多数に上る社会保険、労働保険に関する不服申

立案件を簡易迅速かつ適切に解決する機能を有してい

る。すなわち、審査請求、再審査請求によって、行政

機関の行った処分の当・不当を正すだけでなく、処分

内容の変更を促すという現実的な対応ができるととも



に、訴訟に至る前に社会保険・労働保険行政における

法令解釈・事務処理の統一を図ることにより、訴訟に

至った場合の論点の整理を事前に行うという機能を有

していると言える。 
現行の制度が設けられている趣旨は、社会保険・労

働保険という多数に上る保険給付等に関する処分につ

いて、迅速かつ公正に処理するためには、専門知識を

有する特別の審査機関を設け、全国各地で簡易迅速な

処理を図る第一段階の審査請求と、東京に設置された

審査会での慎重な審査と行政機関の判断の統一を図る

第二段階の再審査請求を必ず経由させることによっ

て、行政と司法の機能の調和を保ちながら、保険給付

に関する国民の権利救済を実効性あるものにしようと

することにあると考える。 
以上を踏まえ、制度の見直しを検討されるにあたっ

ては、社会保険、労働保険に関する不服審査に関して

は、上に述べたような特徴を有していることを考慮す

ることが必要であり、現行の審査官及び審査会の２段

階方式を残し、むしろ審査会の体制を強化する方向で

検討していただくようお願いする。 
また、社会保険庁の廃止に伴い、社会保険審査官が

それ以前の都道府県単位からブロック単位に集約され

た結果、ブロック局所在地から離れた地に住む国民に

とっては、審査官に対して対面により口頭意見陳述等

を行うことが著しく困難になった。社会保険審査官の

配置のあり方を見直すなどの改善をお願いする。 
 身近なところで行える審査官制度が廃止され、処分

庁の再調査と審査会への申し立てに変更された場合に

は、処分庁の再調査結果に納得することはほとんどな

いと想定されるので、全国 1 カ所しかない審査会への

申立件数が現状よりさらに増加することが予想され

る。そうなれば、本制度にとって重要な要素である簡

易、迅速性が大きく損なわれることになる。 
18 第４ 

関係法令の改

正 

【総務省案】 

不服申立構造の見直しの一環として、不服申立前置

についても、所要の見直しを行うこととし、以下の基



２ 不服申立

前置 

準を基本として見直しを行い、所要の規定の整備を行

う方向で、更に検討を進める。 

① 大量性（不服申立前置の対象となる不服申立てが大

量であるか）、 

② 第三者機関の関与（専門技術性及び公正性を有する

第三者的機関が不服申立ての審理に関与しているか）、 

③ 専門技術性（不服申立てを経ないで訴訟が提起され

た場合には裁判所の審理に支障を来すと認められるよ

うな専門技術性を有するか） 

【意見】 

 社会保険、労働保険に関する不服審査については、

審査会への申立てを経て後、訴訟に移行する制度とす

べきである。 

 社会保険、労働保険の不服審査については、見直し

の 3つの条件のいずれにも該当するものであり、不服

申立前置は必要である。 

【理由】 

社会保険、労働保険に関する法律に基づく支給決定

等の行政処分は、①大量、反復、回帰的であること、

②その多くは国民生活の安定と福祉の向上に寄与する

ための保険給付に関する処分であるため早期に確定さ

せる必要があること、③争いのある事実関係において、

専門的技術的（医学的判断を含む）知識を用いて判断

することを要すること、などの特徴を持っている。 
現行の審査官に対する審査請求、審査会に対する再

審査請求と、審査会における労使の関係者からの意見

聴取、委員の合議制による決定、審査官・審査会にお

いて請求後３カ月（一部６０日）経過しても決定・裁

定がないときには再審査請求・出訴できることという

現行の制度は、毎年、多数に上る社会保険、労働保険

に関する不服申立案件を簡易迅速かつ適切に解決する

機能を有している。すなわち、審査請求、再審査請求

によって、行政機関の行った処分の当・不当を正すだ

けでなく、処分内容の変更を促すという現実的な対応

ができるとともに、訴訟に至る前に社会保険・労働保

険行政における法令解釈・事務処理の統一を図ること



により、訴訟に至った場合の論点の整理を事前に行う

という機能を有していると言える。 
現行の制度が設けられている趣旨は、社会保険・労

働保険という多数に上る保険給付等に関する処分につ

いて、迅速かつ公正に処理するためには、専門知識を

有する特別の審査機関を設け、全国各地で簡易迅速な

処理を図る第一段階の審査請求と、東京に設置された

審査会での慎重な審査と行政機関の判断の統一を図る

第二段階の再審査請求を必ず経由させることによっ

て、行政と司法の機能の調和を保ちながら、保険給付

に関する国民の権利救済を実効性あるものにしようと

することにあると考える。 
 

20 第４ 

関係法令の改

正 

３．代理人制度 

【総務省案】 

個別の士業への代理権の付与については、今般の行

政不服審査制度の見直しとは別に検討されるべき。 

【意見】 

労働社会保険諸法令に関する行政不服審査における

代理人の範囲の拡大には強く反対する。 

【理由】 

 労働社会保険諸法令に関する不服審査の業務は、書

類の作成や提出に比べ、より一層、年金や健康保険あ

るいは労災保険等に関する幅広い知識と経験が要求さ

れる業務であり、現在、社労士に不服申立代理権が認

められているのは、専門領域に関する書類作成、提出

代行などの業務実績を長年にわたって積み上げてきた

後に認められた権限であって、それも社労士の専門領

域に限ってのことである。 
このように不服申立代理権を専門領域に限定してい

ることは、税理士、弁理士、司法書士についても同様

である。 
これまで、行政書士及び司法書士に対して、自らの

専門分野以外の領域において不服審査代理権を認めた

らどうかという議論があったが、これを認めることは、

税理士、弁理士、社労士などの専門士業について、弁

護士以外はそれぞれの専門領域が限定されているから



こそ、その領域に限って不服審査代理権が認められて

いるという現行の専門士業制度の根幹に関わる重大な

変更を行うことであり、こうした変更は専門士業の成

り立ちそのものを否定する議論であって、容認できる

ものではない。 
 

 

 


